
柳井地域広域水道企業団測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格制度実施要領 

１ 趣旨 

この要領は、柳井地域広域水道企業団が発注する測量業務、土木関係建設コンサルタント

業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務（以

下「測量、建設コンサルタント等業務」という。）の契約締結に当たり、柳井地域広域水道企

業団の契約に関する規程（平成２７年管理規程第２号）第１８条の規定に基づく「施行令第

１６７条の１０第２項の規定により最低制限価格を付することとされたとき」（以下「最低制

限価格制度」という。）の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 対象業務 

対象となる業務は、予定価格が１，０００万円を超える測量、建設コンサルタント等業務

（次項により最低制限価格を設定できないものを除く。）とする。 

３ 最低制限価格の設定 

契約を締結しようとする場合で、当該申込み（入札）に係る価格について、当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときに該当するか否かの基準とな

る価格（以下「最低制限価格」という。）は、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、

それぞれ同表最低制限価格の欄に定める額とする。ただし、当該額が同表上限額の欄に定め

る額を超える場合は、当該上限額を最低制限価格とし、同表下限額の欄に定める額に満たな

い場合は、当該下限額を最低制限価格とする。 

また、別表業務区分の欄に掲げる２以上の業務を併せて競争入札に付する場合の最低制限

価格は、それぞれの最低制限価格を合算した額とする。 

なお、最低制限価格、上限額又は下限額として算出した額に千円未満の端数が生じた場合

は、これを切り捨てる。 

４ 入札参加者への周知 

入札執行者は、最低制限価格制度により最低制限価格を下回る入札は、無効となることを

入札執行前に周知するものとする。 

５ 入札の執行 

入札の結果、最低制限価格未満の価格で入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札

者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込

みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 

６ その他 

この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、柳井地域広

域水道企業団建設工事等指名審査会において定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

（関係市町） 

２ この要領において「関係市町」とは、柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業及び水道

事業の設置等に関する条例（昭和５８年条例第６号）第２条第１号の水道用水供給事業（以

下「用水供給事業」という。）及び同条第２号の水道事業（以下「水道事業」という。）が所

在する市町をいう。 

 （経過措置） 

３ この要領は、用水供給事業が実施する最低制限価格制度に適用する。 

４ 水道事業が実施する最低制限価格制度については、当分の間、法令その他別に定めのある

ものを除くほか、関係市町が現に定めている要領等をこの要領とみなして適用する。 

５ 前項の規定において、関係市町の要領等の規定中、「市」又は「町」とあるのは「企業団」

と、「市長」又は「町長」とあるのは、「企業長」と、部署、職名等については企業団の該当

する部署、職名等にそれぞれ読み替えるものとする。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から適用する。 



別表 

業務区分 最低制限価格 上限額 下限額 

測量業務 次の各号に掲げる額の合計額 

（１）直接測量費の額 

（２）測量調査費の額 

（３）諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の

8.2を乗じ

て得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の 6

を乗じて得

た額 

土木関係建設

コンサルタン

ト業務 

次の各号に掲げる額の合計額 

（１）直接人件費の額 

（２）直接経費の額 

（３）その他原価の額に10分の 9を乗じて得

た額 

（４）一般管理費等の額に10分の 5を乗じて

得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の

8.1を乗じ

て得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の 6

を乗じて得

た額 

建築関係建設

コンサルタン

ト業務 

次の各号に掲げる額の合計額 

（１）直接人件費の額 

（２）特別経費の額 

（３）技術料等経費の額に10分の 6を乗じて

得た額 

（４）諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の

8.1を乗じ

て得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の 6

を乗じて得

た額 

地質調査業務 次の各号に掲げる額の合計額 

（１）直接調査費の額 

（２）間接調査費の額に10分の 9を乗じて得

た額 

（３）解析等調査業務費の額に10分の8を乗

じて得た額 

（４）諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の

8.5を乗じ

て得た額 

予定価格

（税抜き）

に3分の 2

を乗じて得

た額 

補償関係コン

サルタント業

務 

次の各号に掲げる額の合計額 

（１）直接人件費の額 

（２）直接経費の額 

（３）その他原価の額に10分の 9を乗じて得

た額 

（４）一般管理費等の額に10分の 5を乗じて

得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の

8.1を乗じ

て得た額 

予定価格

（税抜き）

に10分の 6

を乗じて得

た額 

 


